
日時：令和８年５月２６日（火）
場所：福井県教育センター４階 大ホール



●市街化区域編入
概ね１０年後の人口、産業の見通しに基づき
市街地として必要と見込まれる面積の範囲内において
計画的・一体的な開発事業の実施が確実になった段階で
これら開発区域を市街化区域に編入するもの。 2



１ 都市計画における区域区分制度

（１）区域区分制度の概要

（２）都市計画制度の体系

（３）土地利用計画制度の構成イメージ

（４）区域区分のイメージ

２ 区域区分変更の経緯と基本方針

（１）区域区分変更の経緯

（２）区域区分変更の基本方針

３ 市街化区域編入の規模と配置

（１）市街化区域の拡大規模

（２）市街化区域の配置

（３）市街化区域編入地区の選定

４ 市街化区域編入地区の概要

（１）編入地区の位置・周辺状況

（２）編入地区のインフラ整備状況

（３）編入地区の開発の見通し

５ 県営産業団地整備事業の概要

（１）事業の概要

（２）事業スケジュール（予定）

（３）土地利用計画（案）

６ 都市計画決定の手続きの状況
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１）既に市街地を形成している区域
（既成市街地及びこれに接続して現に市街化しつつある区域）
２）概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

市街化を抑制すべき区域

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため
必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定め
ることができる【都市計画法第７条】。

決定主体・・・都道府県（ただし、指定都市の区域においては、指定都市が決定）
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地区計画

土地利用規制
(地域地区)

-用途地域
-特別緑地保全地域
-歴史的風土保全地区
-･････

都市施設

-道路
-都市公園
-下水道
-･････

市街地開発事業

-土地区画整理事業
-市街地再開発事業
-･････

都市再開発の方針 等

市町村マスタープラン（市町村の都市計画に関する基本的な方針）

区域区分

都市計画区域

区域マスタープラン(県)（整備、開発及び保全の方針）

準都市計画区域
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市街化区域

市街化調整区域

都市計画区域

工業地域

準工業地域

鉄道

道路

土地区画整理事業

市街地再開発事業

地区計画

都市計画区域

商業地域

第一種住居地域第一種低層住居専用地域

公園 地区計画

区域区分

地域地区
【例：用途地域】

都市施設
市街地開発事業

地区計画

都市全体の
計画の見取り図
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市街化調整区域
（市街化を抑制）

市街化区域
（優先的かつ計画的に市街化）
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昭和４５年 ４月 当初決定

昭和５１年 ８月 第１回見直し

昭和５４年１０月 調整区域拡大（都市計画区域の拡大に伴う拡大）

昭和５６年 ６月 随時変更

昭和５９年 ２月 第２回見直し

昭和６０年１２月 随時変更

平成 ７年 ３月 第３回見直し

平成 ８年 ４月 調整区域拡大（都市計画区域の拡大に伴う拡大）

平成 ９年 ８月 随時変更

平成１６年 ５月 第４回見直し

令和 ８年 ７月 随時変更（今回予定）
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【都市計画法第６条の２第２項】

（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針） 都市計画区域マスタープラン

第六条の二 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針を定めるものとする。

２ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、第一号に掲げる事項を定めるものと

するとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一 次条第一項に規定する区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針

二 都市計画の目標

三 第一号に掲げるもののほか、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主

要な都市計画の決定の方針
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【都市計画運用指針（P18～20抜粋）】

1.都市計画区域マスタープラン
（１）基本的考え方

⑦ 都市計画区域マスタープランにおいては、おおむね２０年後の都市の姿を展望した
上で都市計画の基本的方向が定められることが望ましい。

ただし、市街化区域のうち、おおむね１０年以内に市街化を図るべき区域に関連す
る事項（市街化区域の規模等）については、おおむね１０年後の将来予測を行ったう
えで定められることが望ましい。

（２）都市計画の目標
① 都市計画区域マスタープランの「都市計画の目標」としては、おおむね２０年後の

都市の姿を展望した上で少なくとも次に掲げる内容を定めることが望ましい。この場
合、相当⾧期間にわたり普遍性を有する基本理念に基づき、おおむね２０年後の地域
毎の市街地像を記載することも考えられる。

ａ当該都市計画区域の都市づくりの基本理念
ｂ地域毎の市街地像

（例）中心市街地における高密度の商業地
都心居住による職住近接型の市街地
公共交通機関を軸としたまとまりのある市街地の形成
郊外部における自然と調和した低層住宅地
インターチェンジと一体となった工業団地 12



【都市計画運用指針（P23～24抜粋）】

（３）区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針

② 区域区分の方針の記載事項

法第６条の２第２項第１号に基づく区域区分の方針には、少なくとも次の項目につい

て記載するべきである。

1) 目標年次に市街化区域及び市街化調整区域に配置されるべきおおむねの人口及び

産業の規模

2) 目標年次の市街化区域のおおむねの規模及び現在市街化している区域との関係

なお、2)の項目については、都市計画区域マスタープランが即地的な区域界を定める

ものでなく、かつ、即地的な都市計画である区域区分は法第７条に基づき別に定めるも

のであることから、あくまでおおまかな市街化区域の広がりを示す表現にとどめ、その

旨を住民が正しく理解できるような計画書及び図面への記載とすべきである。
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福井都市計画区域マスタープラン（Ｒ６．９改定）

１０年後（令和１２年）の製造品出荷額等が大きく増加する見込み

■広域交通結節点となる高速道路ＩＣ周辺において
・土地利用や都市基盤整備の状況・見通し
・周辺の営農環境、自然環境への影響等を勘案し
需要に応じた新たな産業拠点の形成を図る

■既に流通業務施設が立地している福井北ＩＣ周辺においては、
将来の産業の見通し、開発需要をふまえ、周辺環境に配慮して、
産業集積に向けた市街化区域編入を検討する。
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(1)行政区域の製造品
出荷額等の推計

(2)都市計画区域の製造品
出荷額等の推計

工業統計調査、経済センサスにおける過去20年間の実績推移より、将来（R12）
の製造品出荷額等を回帰式で推計

（１）の推計結果を、行政区域と都市計画区域の工業用地面積の比率で按分して
算定

＜都市の将来（R12年）製造品出荷額等の推計方法＞

・H27頃から緩やかな増加に転じ、将来、増加する見込み。

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H22 H27 R2 R7 R12
実績 推計

（億円） 福井都市計画区域

R2実績： 2,749億円

R12推計： 3,576億円

＜都市の将来（R12年）製造品出荷額等の推計結果＞

【工業フレームの算出方法（福井都市計画区域マスタープラン改定R6.9）】
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●工業フレーム
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【土地利用状況】
・福井市、永平寺町において、面積が大規模な企業立地の相談件数が多数あり。
・市街化区域内の工業系用途地域内に、大規模となる２ha以上のまとまった規模の

低未利用地がない。

将来の製造品出荷額等と現在の市街化区域内の工業系未利用地の状況を
考慮すると、市街化区域を拡大し、新たな工業用地を整備する余地がある。

17



福井市都市計画マスタープラン（Ｒ７．９改定）

【多様な拠点づくり】に向けた推進方針
・高速交通網を活かし、本市の産業を牽引する
新たな企業の受け皿を整備します。
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・北陸新幹線 福井・敦賀開業（R6.3）
・中部縦貫自動車道 県内全線開通

(R11春予定）

・地域経済の持続的な発展を
図るための産業政策を県内
企業と連携し推進中

【県営産業団地の配置の方針】
・交通の利便性（高速道路ＩＣ等近接地）

・大規模な産業用地の確保可能（20ha以上）
・周辺環境への影響が少ない地域（集落に近接しないなど）
・道路等の地形地物を境界として可能な限り整形の区域

を候補地として検討

・全国的に企業の地方移転や国内回帰の動きが進み、新規投資が相次ぎ決定
・高速交通網の進展を見据えた企業誘致を促進
・県内産業用地が不足⇒県営産業団地を整備
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【都市計画運用指針（P24抜粋）】

（３）区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針

③ 市街化区域の規模

1) 基本的考え方

市街化区域は、市街地に配置すべき人口･産業を適切に収容し得る規模とするべ

きである。

2) 市街化区域の規模の設定

ａ 市街化区域の規模の設定は、都市計画基礎調査を踏まえた、おおむね１０年後

の人口及び産業の見通しに基づき、住宅用地、商業用地、工業用地、公共施設用

地その他の用地の必要な面積を算出したうえで、その範囲内において行うことが

望ましい。この際、市街化区域内において未利用、低利用となっている土地の区

域については、望ましい市街地像を示すとともに、必要な規制誘導策を講じるこ

とにより、有効な利用を図るよう努め、低未利用土地を多く残したまま市街化区

域がいたずらに拡大することは厳に避けるべきである。
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・市街化区域縁辺部の土地利用は、ほとんどが住居系
・編入区域は、工業専用地域の用途指定を予定し、産業に特化した土地利用を想定

大規模な産業団地が住宅に隣接することは好ましくないため
都市計画運用指針に定める基準を考慮のうえ
既成市街地から離れた新市街地（飛地）での配置とする。
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【都市計画運用指針（P70～72抜粋）】

（３）おおむね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
① 令第８条第１項第２号において、原則として市街化区域に含まないこととされてい
る土地の区域は、次のような区域とすべきである。

1) 同号ロの「溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の
区域」には、次に掲げる区域が含まれるものであること。

ア 土砂災害特別警戒区域
イ 津波災害特別警戒区域
ウ 災害危険区域
エ 地すべり防止区域
オ 急傾斜地崩壊危険区域
カ 浸水被害防止区域

・
・

③ 新市街地ついて、以下のように取り扱うこととすべきである。
2) 新市街地は、市街地の発展の動向、当該区域の地形、自然条件及び交通条件を
配慮し、かつ、都市施設を効果的に配置し、整備することができるよう定めるこ
とが望ましい。

選定条件 【Ａ交通条件】【Ｂ地形、自然条件】【Ｃ都市施設の配置】
23



【Ａ交通条件】
・立地時の選定時において、企業は「交通アクセス」と「用地価格」を重視。
・全国において、立地件数の４８％がＩＣの５km以内。

ＩＣ周辺において、企業立地の需要が高い。
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【Ｂ地形、自然条件】
・市街化区域編入箇所は災害リスクの低い箇所が望ましい。

浸水リスク、土砂災害リスクの低い箇所を選定。

【Ｃ都市施設の配置状況】
幹線道路（高速道路、国道、県道）が整備されており、
充実した道路網が形成されている箇所を選定。

編入区域は、大規模（２０ha以上）で、周辺交通へ与える影響も大きいため
以下を満たす新市街地（飛地）の候補地を検討する。

・ＩＣ周辺
・ＩＣに至る広域幹線道路の沿線
・災害リスクの低い区域
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福井ＩＣ周辺の
「稲津町・荒木新保町地区」を選定

【候補地抽出の考え方】
・２０ha以上の一団の用地が確保可能
・ＩＣにアクセスしやすいよう、ＩＣから概ね１ｋｍ圏域の範囲
・農村集落に隣接しない位置
・道路、河川等の地形地物を境界として、可能な限り整形な区域

【評価指標】
①農業への影響

・土地改良事業への影響
実施中の事業の有無など

・営農の状況
農業の担い手の割合など

・周辺農地、集落環境への影響 等

②工業団地の立地の適否
・幹線道路への接道
・災害リスク
・想定事業費 等
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総括図（拡大）
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福井IC

1km

1km

出展：国土地理院

ＩＣから概ね１ｋｍ圏域の範囲

編入地区
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計画図
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県営産業団地 20.5ha

民間開発 4.2ha
編入面積 2４.７ha
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浸水想定区域

編入地区
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IC

市街化区域（編入地区含む）

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域

災害危険区域

0.5m未満

0.5m以上3.0m未満

3.0m以上5.0m未満

5.0m以上10.0m未満

計画規模降雨による想定浸水深

編入地区

災害リスク図
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・福井ＩＣから概ね１ｋｍ圏域に位置し、広域交通の利便性が非常に高い。
・北側は（国）１５８号、西側は（主）福井今立線、東側は福井東部広域農道に

接道しており、新たな産業拠点の形成に伴う交通量の増加にも十分対応可能。
・公共下水道事業計画区域に含まれており、下水道が整備予定。
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【都市計画運用指針（P72抜粋）】

（３）おおむね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

③ 新市街地ついて、以下のように取り扱うこととすべきである。

2) 新市街地は、市街地の発展の動向、当該区域の地形、自然条件及び交通条件を

配慮し、かつ、都市施設を効果的に配置し、整備することができるよう定めるこ

とが望ましい。

また、次に掲げるような計画的な開発の見通しのある区域を主体として、いた

ずらに広く定めないことが望ましい。

ａ 土地区画整理事業が、事業認可、組合設立認可、施行認可が確実であること等により、

当該事業の着手が確実である区域

ｂ 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社等による住宅地等の開発

事業の実施が、用地取得が確実であること、事業計画案があること等により、確実である

区域

ｃ 民間開発事業者による計画開発事業が、用地取得が確実であること等により、その実施が

確実であり、かつ開発計画の内容が関係公共団体と調整を了する等により、都市の健全な

発展と宅地の実供給に資するものであると認められる区域

d、e (略） 36



【県営産業団地】
・県による土地区画整理事業を開発手法として採用。
・編入地区は、すべて工業専用地域に指定することで、住宅等との混在を防止し、

工業に特化した土地利用を担保。
・すべての用地について、地権者同意済。

【民間開発部分】
・民間開発による工業用地造成については、工事着手済。

今回 北陸自動車道福井ＩＣ周辺において
・県営産業団地整備事業が確実となったこと
・工業用地の民間開発が着手したこと

これらの開発区域を市街化区域に編入

『おおむね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域』
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出展：国土地理院

県営産業団地 20.5ha

福井IC

・事業箇所：福井市 稲津町、荒木新保町
・事業面積：20.5ha（分譲面積16.8ha）

民間開発 4.2ha
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令和５～６年度 測量、土質調査、設計

令和７年度 設計、用地買収

令和８年度 造成工事着手

令和９年度 分譲開始

令和10年度 造成工事完了

※都市計画決定変更の手続き（R7～8）
（県：区域区分変更、市：用途地域指定）
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雨水排水・農業排水系統図（計画）
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凡 例

農業用水系統図（計画）

編入区域
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下水道接続点

編入区域面積：20.5ha＋4.2ha=24.7ha

R６年９月農地転用許可済み。造成工事中

新設:BF400

既設:BF700

農業用水系統図（計画）
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河川と雨水調整池との関係図

民間開発

調整池

（4.2ha）調整池１

調整池２

足羽川へ放流

編入区域面積：20.5ha＋4.2ha=24.7ha

●雨水を調整池に貯留することにより、
下流へ流出する量を抑制

河川と雨水調整池との関係図
足羽川へ放流

編入区域 24.7ha
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交通渋滞対策について
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県営産業団地イメージ図 国道158号交差点部
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環境に関する基準について（工業専用地域）

①大気汚染
ばいじん
ボイラー（液体・気体燃料）：0.3グラム
ボイラー（固体燃料）：0.4グラム
廃棄物焼却炉：0.5グラム

②汚水
水素イオン濃度（pH） 等
許容限度：河川に排出されるもの：5.8以上8.6以下 等

③騒音
朝（午前6時から午前8時まで）：70dB 
昼（午前8時から午後7時まで）：75dB 
夕（午後7時から午後10時まで）：70dB 
夜（午後10時から翌日の午前6時まで）：65dB

④振動
昼間(午前6時から午後10時まで)：65dB 
夜間（午後10時から翌日の午前6時まで）：60dB

⑤悪臭
臭気指数
許容限度（臭気指数）：18 47
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備考時期事項

令和７年１１月 ７日
令和７年１１月１４日

住民説明会

令和７年１１月２５日
～１２月 ９日

素案の縦覧

公述申出がなかったた
め開催中止

令和７年１２月１３日公聴会

令和８年 ２月２０日国土交通省事前協議

異存なし令和８年 ２月２６日
～４月３０日

関係市町への意見徴収
（福井市、永平寺町）

意見書の提出なし令和８年 ３月２４日
～４月 ７日

原案の公告・縦覧

令和８年 ５月２６日福井県都市計画審議会

令和８年６月上旬（予定）国土交通大臣本協議

令和８年６月下旬（予定）国土交通大臣同意

令和８年７月（予定）都市計画決定告示
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